
 
 

正会員（個人・団体）のみなさんへ 
 

▽芸振では、平成 22 年度から新規事業「演奏者等紹介事業」を始めました。 

設備の整ったホールや展覧会場での催しも増え、様々な文化イベントが日常的に楽しめるようにな

りましたが、この頃では毎日の生活空間の中で、生の演奏などをもっと気楽に楽しめる～小さなパ

フォーマンス～も求められるようになってきました。 
 
 

        「演奏者等紹介事業」 
～小さなパフォーマンス～の橋渡しをする事業です。 

 

▽登録グループの情報は県内の文化施設・学校・福祉施設・病院などに紹介します。

詳しくは下記をごらんください。 
 

 

◆“演奏者等” “演奏等”とは・・・ 

     演奏に限らず、芸術文化の実演、展示、指導など、芸術文化に関することであれば、 

規模、内容は問いません。みなさんの日頃の文化活動の中から、こんなことができると

いった内容をご登録ください。 

◆登録できるのは  

大分県芸術文化振興会議正会員と正会員を含むグループ 

個人会員 

個人会員が作るグループ 

団体会員（文化キャラバンに登録済の団体も登録をお願いします） 

団体会員の中のグループ 

◆登録手続  

 「登録届」を芸振事務局まで提出してください。 

     登録届は“演奏者等” “演奏等”の内容が具体的に分かるように記入してください。 

写真などのビジュアルデータや音源などがあると希望者からの問い合わせに役立ち 

ます。なお、登録者すべてに鑑賞希望者を紹介できるわけではありませんので、ご了 

解ください。 

◆経費等     

登録料・紹介料は必要ありません。 

     経費は“鑑賞希望者”が支払います。 

登録の際、”演奏者等“は演奏等の内容とともにあらかじめ経費を提示してください。 

 
～芸振は登録いただいたみなさんをＨＰや文書でお知らせしていきます。 

  お知らせ先  県内の 

市町村及び市町村教育委員会 

文化施設 

小中高等学校等 

福祉施設 

病院             など 

    

［お問い合せ先］特定非営利活動法人 大分県芸術文化振興会議事務局（担当 池田） 

〒870-0029 大分市高砂町 2-33 iichiko 総合文化センターB1F 

Tel 097-536-0522     Fax 097-536-6188     Email info@geishin.jp 

mailto:info@geishin.jp
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特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議 

演奏者等紹介事業実施要領 

 

１ 趣旨  

 演奏者等紹介事業は、鑑賞を希望する個人、団体等に演奏者等を紹介することで、より幅広い芸術

文化に身近に触れる機会を提供し、芸術文化へのニーズを掘り起こすとともに、特定非営利活動法人

大分県芸術文化振興会議会員の活動の場を提供するものとする。 

２ 事業概要 

（１）名称等 

   この事業は定款第５条（１）②に定める企画実施及び人材育成事業とし、名称は「演奏者等紹介事 

業」とする。 

（２）内容 

文化施設に限らず、スポーツ大会、自治会、生涯学習の場などの各種行事や病院、ホテルロビー 

街角など、県民のより身近なところで行われる演奏等。    

（３）運営経費 

   この事業の実施のための運営経費は芸振の負担とする。 

（４）演奏者等 

演奏者とは芸術文化に係る演奏、公演、講演、指導、展示その他を行う団体または個人で、定款 

第６条（１）に定める正会員、または正会員を含む組織で、下記３の登録を完了したものとする。 

（５）鑑賞希望者 

    鑑賞を希望する県民とし、鑑賞希望者は芸振事務局に演奏者等紹介申込書（様式第４号）により 

申し込む。 

（６）演奏等にかかる経費 

演奏者等の登録内容に基づき、鑑賞希望者が負担するものとする。 

３ 登録手続き 

（１）募集 

   理事長は、会員に対して演奏者等の募集を行う。 

（２）登録の届出 

演奏者等として登録を希望する会員は「登録届」を提出しなければならない。  

（３）審査 

   理事長は、「登録届」があったときは次に掲げる要件審査をするものとする。 

   ア 正会員が主体的に運営する組織であること。（最低個人会員１名を含むこと。） 

   イ 登録しようとする演奏者等の主体となる活動が、２（２）に掲げる活動であること。 

   ウ 活動内容とこれに要する経費があらかじめ届出されていること。 

   エ その他、この事業の趣旨を理解し、実施要領に添って実施すること。 

（４）登録の完了 

理事長は、前（２）による審査で演奏者等に決定した会員に対して、「登録通知書」を送付し、登録

簿に登録するものとする。 

４ 芸振の業務 

（１）演奏者等の活動紹介 

   理事長は、登録が完了した演奏者等を芸振の広報活動等により、広く県民に紹介するものとする。 

（２）演奏者等と鑑賞者の連絡調整及び通知 

   理事長は、演奏者等と鑑賞者の意向を確認のうえ連絡調整をおこなう。最終的な意志を確認後、

演奏者等と鑑賞者に対して「事業通知書」を送付する。 

５ 実施報告 

   演奏者等は終了後２週間以内に、「事業完了届」を理事長に提出しなければならない。 

   附  則１ この要領は、平成２２年度事業から適用する。 
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特定非営利活動法人大分県芸術文化振興会議 

 

演奏者等紹介事業 

登  録  届 

年  月  日 

特定非営利活動法人 

大分県芸術文化振興会議理事長 殿 

「演奏者等紹介事業」に下記のとおり登録を希望します。 

グループ（個人）名 

代表者氏名 

演奏者等データ 

(構成員数                          ) (所属団体                    ) 

□住  所   〒     -                                                                

                                                                              

□TEL・FAX                                                     

□E－mail                                                     

 

 

演

奏

内

容

等 

□ジャンル        

 
 
□人数 
（１回に出演する人
数や構成など） 

 

日程と時間 

□ 曜日（可能な曜日に○）： 

      平 ・ 土 ・ 日祝 

□ 1 回の公演時間： 

     約（   ）〜（   ）時間 

□鑑賞者の年齢や人数： 

 

 

 

□鑑賞者準備物 

内容（演奏，公演，講演，指導，展示） 

□プログラム例： 

 

 

 

 

□開催場所： 

 

□ 団体・個人の紹介（受賞歴や活動歴）： 

 

 

 

 

□写真や DVD・CD 資料を添付してください 

経費 

□            円/１回 

 

□演奏地による別料金の有・無 

 

□経費に関するその他の条件 

 

 

□その他の諸条件       

※登録内容は【住所・TEL/FAX・Email】を除き、H.P.にて公開されます旨ご了承下さい。登録

を抹消する場合は随時事務局までご連絡ください。                        

          ＊提出先 芸振事務局 池田  FAX：097-536-6188 

 


